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企画提案書作成要領 

 

１ 注意事項 

(1) 趣旨 

本書は、「芦屋市水道料金収納業務等業務委託提案依頼用仕様書」に対する、提案者

及び提案する業務の考え方、具体的実現方法の提案を求めるものである。 

よって、提案者は企画提案書作成において特段の記載がなくても、本市が示す業務

の内容に十分に留意し回答すること。 

また、本市職員に作業が発生する場合は、本市職員の負担が最小限になるよう提案

を行うこと。 

  

(2) 企画提案書作成要領 

① 企画提案書はＡ４縦両面印刷（長辺綴じ）とする。 

② Ａ４にて記載が困難な部分はＡ３でも構わないが、Ａ４の大きさに折って綴じこ

むこと。 

③ 作成に当たっては、提案依頼書中の「評価基準表」の項目順序に従って記載する

こと。 

④ 企画提案書には必ずページ番号を付番すること。 

⑤ 印刷物については、各節ごとにインデックスをつけること。 

⑥ 表紙及び背表紙には件名と提案業者名を記入すること。 

 

(3) 企画提案書 

「芦屋市水道料金収納業務等業務委託提案方式実施要領」のとおり、別紙「芦屋市水

道料金収納業務等業務委託提案依頼用仕様書」及び提案依頼書中の「評価基準表」に

基づき、企画提案書を作成してください。 

企画提案書については、１者１提案とします。 

企画提案書を受け付けた後の追加及び修正は認めません。（本市が補正等を求める場

合を除く。） 

   なお、「評価基準表」にある項目に即して、作成するものとします。 

 

(4) 見積書 

    見積書作成においては下記に留意すること。 

① 明細書の項目は、省略せずに内訳金額を記入すること。 

一括の金額計上で中身が見えない記載方法としないこと。 

② 契約締結に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額）をもって契約金額とするので、見積者（提案者）は消費税に

係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１

０分の１００に相当する金額を見積書に記載してください。 
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③ 見積りに際しては、芦屋市財務会計規則、芦屋市水道事業契約規程その他関係法

令に従うものとするとともに前記提案依頼用仕様書を精読の上、見積書を作成して

ください。 

④ 見積書の件名は、「芦屋市水道料金収納業務等業務委託」とし、宛先は芦屋市水道

事業管理者の権限を行う市長 芦屋市長宛とし、封入の上、提出してください。 

 

(5) 提出書類 

① 提出方法 下記提出先までご持参ください。提出の際は、事前に提出日時を水道

業務課まで連絡してください。 

② 提出部数  

   (ｱ) 企業評価項目に関する確認書類一式 各１部 

   (ｲ) 企画提案書 １０部 

   (ｳ) 見積書 １部 

  （ｴ） 決算書（過去３年分） 各１部 

③ 提出期限 令和８年１月１４日（水）１７時まで 

④ 提出先  〒６５９－８５０１ 

         兵庫県芦屋市精道町８番２８号 

         芦屋市上下水道部水道業務課（担当：頭井、夏川） 

         ＴＥＬ ０７９７－３８－２０８１ 

         ＦＡＸ ０７９７－３８－２１６５ 

 

(6) 留意事項  

提案内容については、本審査のヒアリングにおいて内容を確認するものとする。 

なお、当該提案内容は提案書に提示した予定金額の範囲で提供されるものとし、追

加費用は認めない。 
 

２ 提案内容 

(1) 取組方針について 

   本業務の目的実現に向けた基本的な業務取組方針を記載してください。 

 

(2) 配置人員について 

   業務を実施するために必要な組織体制や人員配置計画、配置予定者の経験等を記載

してください。 

 

(3) 本社からのバックアップ体制について 

    業務で発生した事故・トラブル等で事業所内の人員で対応できない場合、事故・ト

ラブル等に対応するための体制及び人員をどのように確保しているか記載してくださ

い。 

 

(4) 人材育成について 
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    各業務を実施するにあたり必要と考える人材の育成について、内容・手法を含めて

記載してください。 

 

(5) 窓口・収滞納・検針業務について 

   窓 口 業 務…迅速・正確・丁寧な窓口に必要と考えるものを記載してください。ま

た、それを実現するための取り組みを記載してください。 

   収滞納業務…正確な収納金の取扱い、収納率を維持・向上するための考えを記載し

てください。 

   検 針 業 務…正確な検針業務のための具体的な方策を記載してください。 

 

(6) その他サービス向上のための提案について 

市民サービス向上や業務改善のために効果が期待できるサービスや取組み、芦屋市

水道事業において貴社が活かせる強みを具体的に記載してください。 

 

(7) 公金管理について 

公金を取り扱う者としての責務についての考え方とその責務を果たすための方策を

記載してください。 
（公金管理についてマニュアル等がある場合は関係書類を添付してください。） 

 

(8) 個人情報保護について 

   委託業務における個人情報の取扱いに関する考え方や個人情報漏えいの事故発生の

未然防止、発生リスクを低減するため、個人情報の管理についてどのように具体的に

取り組むのか記載してください。 

（個人情報保護方針、マニュアル等がある場合は関係書類を添付してください。） 

 

(9) 災害・緊急時等危機管理に対する考え方について 

   危機管理に対する考え方を記載してください。 

また、災害発生時、受託業者として芦屋市水道事業に協力できる事項と内容を具体

的に記載してください。 

現行、「水道施設の災害に伴う応援協定」、「渇水時の節水対策に伴う応援協定」及び

「要支援世帯の早期把握の協力に関する協定」を委託業者と締結していますが、貴社

と契約締結に至った場合、同等の協定を締結できるか記載してください。 

 
以上 
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（参考） 

水道施設の災害に伴う応援協定書 

 

芦屋市上下水道部（以下「委託者」という。）と〇〇株式会社（以下「受託者」という。）

は、地震、風水害その他による被害（以下「災害」という。）の発生時における応援業務に

関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害の発生により市民のライフラインとしての水道施設が被災した

場合、速やかに給水能力を回復するため、委託者の要請に基づき、受託者が実施する応援

業務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（応援要請） 

第２条 委託者は、災害の発生時において、水道施設の復旧作業に受託者の応援業務が必

要であると認めたときは、これを受託者に対し要請することができる。 

（応援要請の手続） 

第３条 前条の規定による応援の要請は、次の事項を明らかにし文書で行うものとする。

ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等により要請を行うことができるものとし、

後日速やかに文書を送付するものとする。 

（１） 災害の状況 

（２） 必要とする人員 

（３） 応援の場所及び応援場所への経路 

（４） 応援の期間 

（５） 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

（応援要員の派遣） 

第４条 受託者は、前条の規定により応援の要請を受けたときは、速やかに応援業務を行

うための体制を整え、必要な人員、機材等を出動させ、委託者が行う復旧作業に協力する

ものとする。 

２ 前項の規定による応援業務を行うにあたり、受託者は、委託者の職員の指示に従うも

のとする。 

（応援業務） 

第５条 受託者が行う応援業務は概ね次のとおりとする。 

（１） 広報 

（２） 電話対応 

（３） 応急給水 

（４） 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項 

（経費の負担） 

第６条 この協定に基づき、受託者が行った応援業務に要した費用については、委託者が

負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、委託者が定める基準により積算した額に基づき、受託者が応

援業務に要した費用を請求するものとする。 
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（労災補償） 

第７条 受託者の応援従業員が応援業務により負傷し、疫病にかかり又は死亡した場合は、 

受託者の労災保険により補償するものとする。 

（連絡責任者） 

第８条 委託者及び受託者は、災害情報の伝達を正確に行うため、連絡責任者を定めるも

のとする。 

（報告事項） 

第９条 受託者は、この協定による応援業務に協力できる人員及び機材等の状況把握に努

め、委託者の要請により報告するものとする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義が生じた場合は、その都

度委託者と受託者が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第１１条 この協定は、協定成立の日から、その効力を有するものとし、委託者又は受託

者が文書をもって協定の解除を通知しない限り、令和〇年〇月〇日までその効力を持続す

る。 

 

 この協定の成立を証するため、協定書を２通作成し、委託者及び受託者記名押印のうえ、

各自１通を保有するものとする。 

 

令和〇年〇月〇日  

 

委託者 芦屋市精道町７番６号 

                                           芦屋市  

芦屋市水道事業管理者の権限を行う市長 

                                             芦屋市長  髙島 崚輔 

 

 

                     受託者  
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（参考） 

渇水時の節水対策に伴う応援協定書 

 

芦屋市上下水道部（以下「委託者」という。）と〇〇株式会社（以下「受託者」という。）

は、渇水時の節水対策業務に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、渇水時において、市民生活を確保するため、委託者の要請に基づき、 

受託者が実施する応援業務に関し、必要な事項を定めるものする。 

（対象となる渇水） 

第２条 この協定の対象となる渇水は、芦屋市上下水道部危機管理対策マニュアルに基づ 

き、芦屋市渇水対策本部が設置された場合とする。 

（応援要請） 

第３条 委託者は、渇水時における節水対策業務の応援が必要であると認めたときは、こ

れを受託者に対し要請することができる。 

２ 受託者は、委託者より前項の規定による協力要請を受けたときは、委託者の行う節水

対策に協力する 

（応援要請の手続） 

第４条 前条の規定による応援の要請は、次の事項を明らかにし文書で行うものとする。 

（１） 渇水の状況 

（２） 必要とする人員 

（３） 応援業務内容 

（４） 応援の期間 

（５） 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

（応援要員の派遣） 

第５条 受託者は、前条の規定により応援の要請を受けたときは、速やかに応援業務を行

うための体制を整え、必要な人員等を出動させ、委託者が行う節水対策業務に協力するも

のとする。 

（応援業務） 

第６条 受託者が行う応援業務は概ね次のとおりとする。 

（１） 節水広報活動 

（２） 大口需要者への節水協力依頼 

（３） 節水ビラの各戸配布 

（４） 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項 

（経費の負担） 

第７条 この協定に基づき、受託者が行った応援業務に要した費用については、委託者が

負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、委託者が定める基準により積算した額に基づき、受託者が応

援業務に要した費用を請求するものとする。 

（労災補償） 
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第８条 受託者の応援従業員が応援業務により負傷し、疫病にかかり又は死亡した場合は、

受託者の労災保険により補償するものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項については、その都度委託者と受託者が協議して定め

るものとする。 

（有効期限） 

第１０条 この協定は、協定成立の日から、その効力を有するものとし、委託者又は受託

者が文書をもって協定の解除を通知しない限り、令和〇年〇月〇日までその効力を持続す

る。 

 

この協定の成立を証するため、協定書を２通作成し、委託者及び受託者記名押印のうえ、

各自１通を保有するものとする。 

 

令和〇年〇月〇日 

 

                             委託者 芦屋市精道町７番６号 

                                           芦屋市  

  芦屋市水道事業管理者の権限を行う市長 

                                             芦屋市長  髙島 崚輔 

 

 

                     受託者  
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（参考） 

要支援世帯の早期把握の協力に関する協定書 

 

芦屋市上下水道部（以下「委託者」という。）と〇〇株式会社（以下「受託者」という。）

は、要支援世帯の早期把握に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、生活困窮世帯や高齢者世帯など支援や保護が必要な世帯を早期に把

握し、必要な支援を行うための情報の連絡、連携を強化することを目的とし、自らの業務

に支障のない範囲において、委託者に協力するための必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力の内容） 

第２条 受託者は、本市内において業務活動中に、支援や保護を求められた場合又は訪問

世帯において異変を発見した場合、委託者に通報するものとする。 

２ 前項の規定による通報に係る費用は、受託者の負担とする。 

 

（対応） 

第３条 委託者は、前条第１項の規定による受託者からの通報があったときは、当該通報

に係る問題等の解消のために誠実に対応しなければならない。 

 

（免責） 

第４条 受託者は、第２条第１項の規定による通報を行わなかった場合であっても、その

後に生じた問題等について、その責任を負わないものとする。 

 

（秘密保持の義務） 

第５条 受託者は、この協力に当たって知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らし

てはならない。この協定書に基づく協力が終了した場合においても、同様とする。 

２ 本協定は、個人情報を取り扱う業務であるため、個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号）、関係法令等のほか、別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」を

遵守しなければならない。 

 

（協議事項） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、そ

の都度委託者と受託者双方が協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第７条 この協定は、協定成立の日から、その効力を有するものとし、委託者又は受託者 

が文書をもって協定の解除を通知しない限り、令和〇年〇月〇日までその効力を持続する。 

 

 この協定の成立を証するため、協定書を２通作成し、委託者及び受託者記名押印のうえ、
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各自１通を保有するものとする。 

 

令和〇年〇月〇日  

 

                             委託者 芦屋市精道町７番６号 

                                           芦屋市  

芦屋市水道事業管理者の権限を行う市長 

                                             芦屋市長  髙島 崚輔 

 

 

       受託者 
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（参考） 

個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

 （個人情報の保護に関する法律の遵守） 

第１条 受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人

情報保護法」という。）に基づき、個人情報の取扱いに関する特記事項（以下「特記事項」

という。）を遵守しなければならない。なお、受託者は協定書に基づく協力を行う場合に

おける個人情報の取扱いについては、委託者と同様に、保有個人情報の漏えい、滅失又

は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなけ

ればならない（個人情報保護法第６６条第２項）。また、受託者が個人情報取扱事業者（個

人情報保護法第１６条第２項）に該当する場合には、安全管理措置義務に加えて、個人

データに関する安全管理措置の規定（個人情報保護法第２３条）についても遵守しなけ

ればならない。 

（秘密の保持） 

第２条 受託者は、この協定による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人

に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。協定期間満了後又は協定解除後も、

同様とする。 

（目的外収集・利用の禁止） 

第３条 受託者は、この協定による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用す

るときは、協定事務の目的の範囲内で行うものとする。 

（第三者への提供の禁止） 

第４条 受託者は、この協定による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報

が記録された資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（複写、複製の禁止） 

第５条 受託者は、この協定による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報

が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（適正管理） 

第６条 受託者は、この協定による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報

及び自らが収集した個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止に努め、これらの個人情報

を適正に管理しなければならない。また、これらの個人情報の管理及び委託者との連絡

や確認を行うための管理責任者を定め、書面をもって委託者に通知するものとする。通

知後、管理責任者を変更する場合は、書面をもって委託者に通知する。管理責任者は、

この協定による業務に従事する者に対し、特記事項に定める事項を適切に実施するよう

監督しなければならない。 

 （従事者への周知） 

第７条 受託者は、この協定による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後において

も当該協定による業務に関して、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知しな

ければならない。 

 （教育の実施） 
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第８条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項に

定める、業務に従事する者が遵守すべき事項その他この協定による業務の適切な履行に

必要な事項について、教育及び研修を、業務に従事する者全員に対して実施しなければ

ならない。 

（資料の受渡し及び使用場所等の特定） 

第９条  受託者は、この協定による事務を処理するため委託者から個人情報が記録された

資料等の提供を受ける場合は、受渡しに関して委託者が指定した手段、日時及び場所で

行った上で、その資料の使用場所、保管場所、管理方法及び業務の実施体制について事

前に定め、委託者に通知しなければならない。 

 （個人情報の取扱いに関する検査） 

第１０条 受託者は、この協定による業務の個人情報の取扱いが適正か検証するために委

託者が行う検査等に協力し、検査等に必要な情報を提出しなければならない。また、委

託者による個人情報の適正な取扱いに必要な指示に従わなければならない。なお、検査

は「芦屋市水道料金収納業務等業務委託」の検査内で行う。 

（事故の場合の措置） 

第１１条 受託者は、この協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知

ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。協定期間満了

後又は協定解除後も、同様とする。なお、個人情報保護法第６８条に基づき、個人情報

保護委員会に報告する事態が生じた場合は、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従

い、書面で報告書を提出するものとする。 

（資料等の返還等） 

第１２条 受託者がこの協定による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は

受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この協定終了

後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。委託者の承諾を得て行った複写又

は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。ただし、委託者が別に指示し

たときは当該方法によるものとする。受託者は、個人情報の廃棄又は消去を行った後、

廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により委

託者に対して報告しなければならない。 

（損害賠償） 

第１３条 受託者が故意又は過失により個人情報を漏えいしたときは、受託者はそれによ

り生じた損害を賠償しなければならない。 


